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新潟県診療所承継支援事業について 

 

 新潟県では、地域の医療提供体制を確保するため、診療所を承継する場合の施設・設備

整備や運営に必要な経費を支援するとして、令和 7 年度に引き続き標記事業を実施すると

のことです。 

 つきましては、貴会におかれましてもご承知いただき、貴会関係医療機関にご周知くだ

さるようお願いいたします。 

 なお、事業内容等につきましては別添のとおりですが、交付要件の該当性など、ヒアリ

ングの上決定させていただくため、申請期限４月 27 日（月）17 時までとされております。

期限が短く大変恐縮ですが、本件についてご検討される方がおられましたら、県医師・看

護職員確保対策課あてご一報いただきたいとのことですので、よろしくお願いいたします。 

 

 



                 令 和 ８ 年 ４ 月 1 4 日 
新 潟 県 福 祉 保 健 部 

医師・看護職員確保対策課 

１ 事 業 概 要  

  地域の医療提供体制を確保するため、診療所を承継する場合の施設・

設備整備や運営に必要な経費を支援するもの（令和７年度から継続） 

 

２ 施設・設備整備支援  

  (1)施設整備 

  ・対象施設：診療所の運営に必要な診療部門（診察室等）の施設 

  ・対象面積(a)：対象施設の面積と基準面積とのいずれか小さい面積 

区 分 基準面積 

無床診療所 160 ㎡ 

有床診療所（５床以下） 240 ㎡ 

有床診療所（６床以上） 760 ㎡ 

  ・補助単価(b)：対象面積１㎡当たり下表に掲げる額 

区 分 補助単価 

鉄筋コンクリート（ＲＣ）造 484,000 円/㎡ 

コンクリートブロック（ＣＢ）造 214,000 円/㎡ 

木造（Ｗ）造 355,000 円/㎡ 

  ・補 助 率(c)：1/2（国 2/6・県 1/6） 

  ・補助金額(d)：施設整備に要した額と｢対象面積(a)×補助単価(b)｣ 

のいずれか小さい方の額×補助率(c) 

※千円未満切り捨て 

  (2)設備整備 

  ・対象設備：診療所の運営に必要な医療機器 

  ・基 準 額(e)：設備整備に要した額と１診療所当たり 16,500 千円と

のいずれか小さい額 

  ・補 助 率(f)：1/2（国 2/6・県 1/6） 

  ・補助金額(g)：基準額 (e)×補助率(f) 

 

  (3)補助上限額 

   施設整備(d)と設備整備(g)との合計額で 60,000 千円 

 

３ 定着支援（運営費支援）  

  ・支援対象：新潟県外から新潟県への住民票の異動を伴って診療所を

承継する場合の運営に必要な経費 

新潟県診療所承継支援事業のご案内 



       【対象経費】職員給与、社会保険料事業主負担分、旅費、 

備品費、消耗品費、材料費、印刷製本費、 

通信運搬費、光熱水費、賃借料、委託費 等 

  ・基 準 額(h)：下表に掲げる額の合計額 

実診療日数 基準額 

１日～129 日 6,200 千円＋（71 千円×実診療日数） 

130 日～259 日 6,200 千円＋（77 千円×実診療日数） 

260 日以上 6,200 千円＋（87 千円×実診療日数） 

訪問看護加算 25 千円×訪問看護日数 

  ・補 助 率(i)：2/3（国 4/9・県 2/9） 

  ・補助金額：基準額 (h)×補助率(i) 

 

４ 交 付 要 件  

〇医師法（昭和 23 年法律第 201 号）に規定する医師による、新潟県 

内の重点医師偏在対策支援区域における医療施設（以下「既存医療

施設」という。）の承継であって、新潟県議会の予算議決後、新潟県

地域医療対策協議会及び保険者協議会の承認を得て、厚生労働省か

ら実施計画の内示を受けたものであること。 

   【参考１】新潟県内の重点医師偏在対策支援区域 

         下越医療圏域、県央医療圏域、中越医療圏域、 

魚沼医療圏域、上越医療圏域、佐渡医療圏域及び 

新潟医療圏域のうち阿賀野市、五泉市並びに阿賀町 

【参考２】新潟県令和８年度当初予算案 46,890 千円 

〇当該既存医療施設において５年以上保険診療を継続する見込みで

あること。 

  〇既存医療施設が所在する市町村において、公立学校の学校医や、市

町村が実施する健康診断又は休日当番医制度等について、市町村又

は郡市医師会から協力を求められたときは、これに協力すること。 

  〇この補助金の交付を過去に受けていないこと。 

 

５ 申 請 方 法・申 請 期 限 

  交付要件の該当性など、ヒアリングの上決定させていただくため、 

 下記申請期限内に、下記連絡先へご一報ください。 

    申請期限：４月 27 日（月）17 時まで 

【連絡先】新潟県福祉保健部 医師・看護職員確保対策 

     医師確保企画係 担当：高野 

     TEL：025-280-5960 MAIL：ngt040290@pref.niigata.lg.jp 

mailto:ngt040290@pref.niigata.lg.jp

